
市県民税申告・所得税確定申告受付は 
2月16日（木）～3月15日（水） 

市県民税申告・所得税確定申告受付は 
2月16日（木）～3月15日（水） 

次のいずれかに該当するかたは、所得税（国税）の確定申告が必要です。 

　①事業をしている 

　②地代や家賃収入がある 

　③土地や建物を売った 

　④給与所得者で給与収入が2,000万円を超える 

　⑤2カ所以上から給与を受けている 

　⑥給与以外の所得（農業・年金・生命保険の満期受取金等）があり、その合計が年間20万

円を超える 

　⑦年金受給者で所得税が源泉徴収されている 

　⑧年金以外の所得と合計した所得金額が扶養控除や基礎控除などの所得控除額を超える 

　⑨中途退職等の理由により年末調整ができなかった 

　⑩雑損控除、医療費控除、住宅取得控除などを受けたい 

　 

　・このうち、①から⑤までに該当するかた、⑩のうち雑損控除および家を新築、増改築され

て新規に住宅取得控除を受けるかたは大野税務署で申告してください 

　・年金受給者や給与所得者で所得税の還付を受けるための申告は2月1日（水）から大野税務

署で受け付けています 

　・確定申告書は郵送または税務署の時間外収受箱に投函することにより提出することができ

ます 

所得税（国税）の確定申告が必要なかた 

　原則として平成18年1月1日現在勝山市に住民登録をしてあるかた
は市県民税の申告が必要です。 
ただし次に該当するかたは、申告する必要はありません。 
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　平成17年中に収入が全く無かったかたは申
告してください。 
　平成17年中に収入がなかったかたは必ず収入
がなかった旨の申告をしてください。この申告は
市県民税申告用紙に記載欄がありますので住所氏
名等の必要事項を記入の上、提出してください。 
　申告がないと未申告となり国民健康保険税の軽
減措置が受けられないなど不利益をこうむること
があります。 
　農業所得のあるかたは、収支計算による申告が
必要です。 

■お問い合わせ先 

所得税に関するお問い合わせ 

大野税務署　〒９１２-８５５５　大野市城町７－２８　166－2134 

市県民税に関するお問い合わせ 

勝山市役所　総務部　税務課　市民税グループ　 

〒９１１-８５０１　勝山市元町１－１－１　188－1111　内線243、244
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時　　間 会　　場 曜日 

2月16日（木） 

 

3月15日（水） 

※土・日は除く 

〜 

月　日 

教育会館 
3階 第1研修室 
（エレベーター有） 

※今年から会場が 
　変更になりました。 
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時　　間 会　　場 

2月16日（木） 
 

3月15日（水） 
※土・日は除く　 
※還付申告は2月 
　1日（水）から受 
  付しています。 
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2月24日（金） 
（4日間） 

〜 

JAテラル越前 

勝山ふれあいセンター 

研修会館 

（2階研修室） 

（滝波町5丁目） 
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※人数によって 
　変更あり　　 

市県民税申告用紙は、最寄の公民館または市役所 
税務課窓口にありますのでご利用ください。 
（全戸配布はいたしませんのでご注意ください。） 

　
平
成
１８
年
度
（
平
成
１７
年
分
）
市
県
民
税
申
告
、
平
成
１７
年
分
の
所

得
税
確
定
申
告
の
受
付
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
例
年
、
申
告

会
場
は
ど
こ
も
混
雑
し
て
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
い
ま
す
が
早
い
う
ち

か
ら
準
備
を
し
て
い
た
だ
き
、
適
正
な
申
告
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

　
年
齢
が
６５
歳
以
上
で
、
収
入
が
公
的
年
金
等
の
み
で

1
4
8
万
円
〜
2
6
5
万
円
の
か
た
は
、
新
た
に
課
税
対
象

と
な
り
ま
す
。 

　
1
4
8
万
円
以
下
の
か
た
は
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
非
課
税
で
す
。 

　
な
お
、
緩
和
措
置
と
し
て
平
成
１７
年

１
月
１
日
時
点
で
年
齢
６５
歳
以
上
と
な

り
、
新
た
に
課
税
さ
れ
る
か
た
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
な
経
過
措
置
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。 

①所得税の確定申告を提出されたかたまたはされるかた（注1） 
②給与所得のみのかたで支払者から当市に給与支払報告書が提出さ
れているかた 

注１：所得税（国税）の確定申告で控除を受けていないが市県民税
において新たに控除（社会保険料、生命保険料控除）を受け
たいものがあるかたは市県民税の申告が必要です。 

勝山市税条例の改正にともない 勝山市税条例の改正にともない 

６５
歳
以
上
の
か
た
へ
の 

　
市
県
民
税
非
課
税
措
置
が 

　
　
　
　
　
　
　
廃
止
さ
れ
ま
す 

 所　　得　　割 年　　度 均　　等　　割 

平成18年度 税額の3分の2を控除 
1,300円 

（県民税300円含む） 

区　分 改　　　正　　　内　　　容 適　　　用 

個　　人 
市県民税 

現行：税額の１５％を控除　４万円を限度 
平成１８年度から 

改正：税額の７.５％を控除　２万円を限度 

所 得 税 
現行：税額の２０％を控除　２５万円を限度 

平成１８年１月から 
改正：税額の１０％を控除　１２.５万円を限度 

平成19年度 税額の3分の1を控除 
2,600円 

（県民税600円含む） 

平成20年度～ 全　額　課　税 
4,000円 

（県民税1,000円含む） 

《参考》地方税法の改正により個人市県民税の定率減税が縮減されます。 

金沢国税局ホームページ 
http://www.kanazawa.nta.go.jp

自宅のパソコンで 
確定申告書が作成できます！ 

　金沢国税局のホームページの「確定申
告書等作成コーナー」を利用すると、
24時間いつでも所得税、消費税（個人）
の確定申告書や青色申告決算書、収支内
訳書などが作成できます。ご自宅にある
プリンタで申告書を印刷し、添付書類と
ともに税務署にご提出ください。 

e-Tax（国税電子申告・納税システム）で 
自宅にいながら申告・納税！ 

・所得税、消費税の申告ができます 
（青色申告決算書等の提出を含む） 

・申請・届出等ができます 
・すべての税目の納税ができます 
e-Taxホームページ 
　http://www.e-Tax.nta.go.jp

（         　　　） 

10 広報かつやま2月号 No.61011広報かつやま2月号 No.610


